
平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

告

示

救
急
病
院
の
認
定
（
医
務
課
）

一

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
適
否
決
定

二

（
耕
地
課
）

県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
概
要

三

の
縦
覧
（
耕
地
課
）

県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
耕

三

地
課
）

土
地
改
良
事
業
計
画
の
適
否
決
定
（
耕

三

地
課
）

道
路
の
位
置
指
定
（
建
築
課
）

三

右

同

四

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在

四

地
等
を
確
知
で
き
な
い
事
実
の
公
表
（

建
築
課
）

右

同

四

右

同

四

右

同

五

公

告

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
支
援

五

事
業
者
の
指
定
（
障
害
福
祉
課
）

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
居

五

目

次

ペ
ー
ジ

宅
支
援
事
業
者
の
指
定
（
障
害
福
祉
課

）知
的
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
居

六

宅
支
援
事
業
者
の
指
定
（
障
害
福
祉
課

）大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意

六

見
の
概
要
に
関
す
る
公
告
（
中
小
企
業

課
）

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
建

六

築
課
）

公
安
委
員
会
告
示

平
成
十
五
年
六
月
奈
良
県
公
安
委
員
会

六

告
示
第
六
十
四
号
（
警
察
署
協
議
会
の

委
員
の
委
嘱
）
の
一
部
改
正

不
在
者
投
票
を
取
り
扱
う
施
設
の
指
定

七

不
在
者
投
票
を
取
り
扱
う
施
設
の
指
定

七

の
取
り
消
し

個
人
演
説
会
等
を
開
催
で
き
る
公
営
施

七

設
の
指
定

個
人
演
説
会
等
を
開
催
で
き
る
公
営
施

八

設
の
指
定
の
取
り
消
し

告

示

奈
良
県
告
示
第
五
百
十
六
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
を
し
た
救
急
病
院
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

奈
良
県
立
奈
良
病
院

奈
良
市
平
松
一
丁
目
三

番
一

号

平
成
二
十
年
一
月
三
十
一
日

社
会
福
祉
法
人
恩
賜

財
団
済
生
会
奈
良
病

院

奈
良
市
八
条
四
丁
目
六
四
三
番

地

財
団
法
人
沢
井
病
院

奈
良
市
船
橋
町
八
番
地

奈
良
公
園
中
央
病
院

奈
良
市
今
小
路
町
二
番
地

松
倉
病
院

奈
良
市
川
之
上
突
抜
町
一
五
番

地

奈
良
春
日
病
院

奈
良
市
鹿
野
園
町
一
二
一
二
番

地
ノ
一

医
療
法
人
新
生
会
総

奈
良
市
右
京
一
丁
目
三
ノ
三



平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

合
病
院
高
の
原
中
央

病
院

春
名
病
院

奈
良
市
南
京
終
町
一
丁
目
一
七

六
ノ
一

石
洲
会
病
院

奈
良
市
四
条
大
路
一
丁
目
九
番

四
号

医
療
法
人
松
本
快
生

会
西
奈
良
中
央
病
院

奈
良
市
百
楽
園
五
丁
目
二
番
六

号

天
理
市
立
病
院

天
理
市
富
堂
町
三

番
地
ノ

一
一

医
療
法
人
社
団
高
清

会
高
井
病
院

天
理
市
蔵
之
庄
町
四
六
一
番
地

ノ
二

田
北
病
院

大
和
郡
山
市
城
南
町
二
番
一
三

号

奈
良
県
立
三
室
病
院

生
駒
郡
三
郷
町
三
室
一
丁
目
一

四
番
一
六
号

奈
良
県
立
医
大
附
属

病
院

橿
原
市
四
条
町
八
四

番
地

医
療
法
人
医
仁
会
平

井
病
院

橿
原
市
石
川
町
八
一
番
地

社
会
福
祉
法
人
恩
賜

財
団
済
生
会
中
和
病

院

桜
井
市
阿
部
三
二
三
番
地

山
の
辺
病
院

桜
井
市
草
川
六

番
地

大
和
高
田
市
立
病
院

大
和
高
田
市
磯
野
北
町
一
番
一

号

吉
本
整
形
外
科
外
科

病
院

大
和
高
田
市
野
口
一
三
六
番
地

社
会
福
祉
法
人
恩
賜

財
団
済
生
会
御
所
病

院

御
所
市
三
室
二

番
地

惠
王
病
院

北

城
郡
王
寺
町
王
寺
二
丁
目

一

番
一
八
号

奈
良
県
立
五
條
病
院

五
條
市
野
原
町
西
五
丁
目
二
番

五
九
号

吉
野
町
国
民
健
康
保

険
吉
野
病
院

吉
野
郡
吉
野
町
丹
治
一
三

番

地
ノ
一

町
立
大
淀
病
院

吉
野
郡
大
淀
町
下
渕
三
五
三
番

地
ノ
一

奈
良
県
告
示
第
五
百
十
七
号



土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
一
月
二
十
七
日
次
の
表
の
上
欄
の
者
の
申
請
に
係
る

変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
は
、
適
当
と
決
定
し
た
。

な
お
、
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

奈
良
県
告
示
第
五
百
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
十
七
年
一
月
二
十
七
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
県
営
農
地
開
発
事
業
西
和
地
区
第
五
換
地
工
区
（

第
七
団
地
）
）
の
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
告
示
第
五
百
二
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七
年
一
月
二
十
七
日
次
の
表
の
上
欄
の
者
の
協
議
に

係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
は
、
適
当
と
決
定
し
た
。

な
お
、
土
地
改
良
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
条
例
の
写
し
を

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

申

請

者

変

更

事

業

計

画

縦

覧

期

間

及

び

場

所

大
和
高
原
北
部
土
地
改

良
区

理
事
長

窪
田

幹
藏

維
持
管
理
事
業

平
成
十
七
年
二
月
七
日
か
ら
同
月
二
十

八
日
ま
で

月
ヶ
瀬
村
役
場
、
都
祁
村
役
場
、
山
添

村
役
場
、
室
生
村
役
場
、
奈
良
市
役
所

及
び
天
理
市
役
所

奈
良
県
告
示
第
五
百
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

県
営
土
地
改
良
事
業
（
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業
・
大
淀
御
所
地
区
）
計
画
を

変
更
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定

に
よ
り
、
変
更
後
の
当
該
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
概
要
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
二
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

二

縦
覧
場
所

御
所
市
役
所
及
び
大
淀
町
役
場

三

そ
の
他

変
更
後
の
計
画
の
概
要
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
奈
良
県
知
事
に
対

協

議

者

事

業

計

画

縦

覧

期

間

及

び

場

所

奈
良
市
長

鍵
田

忠
兵
衛

基
幹
水
利
施
設
管
理
事
業

大
和
高
原
北
部
地
区

平
成
十
七
年
二
月
七
日
か
ら
同
月
二
十

八
日
ま
で

奈
良
市
役
所

奈
良
県
告
示
第
五
百
二
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
、
奈
良
県
高
田
土
木
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也



一

指
定
の
場
所
（
平
成
十
七
年
一
月
十
七
日
現
在
の
地
番
に
よ
る
。
）

北

城
郡
広
陵
町
大
字
平
尾
六
九
九
番
一
四

二

申
請
者
氏
名

株
式
会
社
ウ
エ
ダ

代
表
取
締
役

上
田
定
央

三

申
請
者
住
所

北

城
郡
広
陵
町
大
字
笠
二
二
二
番
地
ノ
一

四

道
路
の
幅
員

六
・

メ
ー
ト
ル

五

道
路
の
延
長

三
八
・
五
二
メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
一
日

七

指
定
番
号

高
土
第
一
六
一

号

奈
良
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道

路
の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
、
奈
良
県
桜
井
土
木
事
務
所
長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

指
定
の
場
所
（
平
成
十
七
年
一
月
十
八
日
現
在
の
地
番
に
よ
る
。
）

磯
城
郡
田
原
本
町
大
字
秦
庄
三
七
一
番
地
ノ
三
の
一
部

二

申
請
者
氏
名

細
山
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

細
山
和
郁

三

申
請
者
住
所

橿
原
市
新
賀
町
一
三
八
番
地
ノ
二

四

道
路
の
幅
員

四
・
六
七
メ
ー
ト
ル

五

道
路
の
延
長

二
三
・
四

メ
ー
ト
ル

六

指
定
年
月
日

平
成
十
七
年
一
月
二
十
五
日

七

指
定
番
号

桜
土
第
一
六

六
号

奈
良
県
告
示
第
五
百
二
十
三
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
旨
を
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、

同
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該
宅
地

建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
レ
ン
タ
ル
ハ
ウ
ス
日
興

二

代
表
者
氏
名

大
西
正
昭

三

免
許
番
号

奈
良
県
知
事
（
六
）
第
二

二
八
号

四

免
許
年
月
日

平
成
十
四
年
四
月
五
日

奈
良
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
旨
を
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、

同
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該
宅
地

建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

商
号
又
は
名
称

栄
光
商
事

二

代
表
者
氏
名

出
原
征
治

三

免
許
番
号

奈
良
県
知
事
（
五
）
第
二
三
四
五
号

四

免
許
年
月
日

平
成
十
四
年
六
月
二
十
日

奈
良
県
告
示
第
五
百
二
十
五
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
旨
を
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、

同
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該
宅
地

建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

商
号
又
は
名
称

シ
ェ
ア
ラ
イ
フ

二

代
表
者
氏
名

岡
本
晃

三

免
許
番
号

奈
良
県
知
事
（
二
）
第
三
一
四
五
号

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報



四

免
許
年
月
日

平
成
十
三
年
五
月
十
四
日

奈
良
県
告
示
第
五
百
二
十
六
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
旨
を
告
示
す
る
。

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き
は
、

同
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
た
日
を
も
っ
て
当
該
宅
地

建
物
取
引
業
者
の
免
許
を
取
り
消
す
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

商
号
又
は
名
称

大
成
建
設
株
式
会
社

二

代
表
者
氏
名

廣
田
善
也

三

免
許
番
号

奈
良
県
知
事
（
一
）
第
三
四
四
四
号

四

免
許
年
月
日

平
成
十
二
年
十
月
二
十
日

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

公

告

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

事
業
者
の
名

称

事
業
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名

称

事
業
所
の
所
在

地

居
宅
支
援
の

種
類

指
定
年
月

日

有
限
会
社
ハ

ル

北

城
郡
上
牧
町

片
岡
台
一

八

四

ハ
ル
訪
問
介

護
セ
ン
タ
ー

北

城
郡
上
牧

町
片
岡
台
一

八

四

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
二
月
一

日

有
限
会
社
西

岡
商
事
製
作

所

橿
原
市
縄
手
町
一

六
八

四

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

よ
う
き

橿
原
市
縄
手
町

一
六
八

四

平
成
十
七

年
二
月
一

日

株
式
会
社
大

阪
き
も
の
着

付
学
院

大
阪
市
中
央
区
南

久
宝
寺
町
四

五

一
一

ハ
ロ
ー
サ
ン

香
芝
市
白
鳳
台

二

二
三

一

三

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
二
月
一

日

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

事
業
者
の
名

称

事
業
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名

称

事
業
所
の
所
在

地

居
宅
支
援
の

種
類

指
定
年
月

日

有
限
会
社
介

護
サ
ー
ビ
ス

あ
ん
し
ん

北

城
郡
上
牧
町

桜
ヶ
丘
一

八

六

介
護
サ
ー
ビ

ス
あ
ん
し
ん

北

城
郡
上
牧

町
桜
ヶ
丘
一

八

六

松
井

ビ
ル
二
階

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
二
月
一

日

有
限
会
社
ハ

ル

北

城
郡
上
牧
町

片
岡
台
一

八

四

ハ
ル
訪
問
介

護
セ
ン
タ
ー

北

城
郡
上
牧

町
片
岡
台
一

八

四

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
二
月
一

日

有
限
会
社
西

岡
商
事
製
作

所

橿
原
市
縄
手
町
一

六
八

四

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

よ
う
き

橿
原
市
縄
手
町

一
六
八

四

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
二
月
一

日



大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
生
駒
市

か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
そ
の
意
見
を
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ハ
ー
ベ
ス
白
庭
台
店

所
在
地

生
駒
市
白
庭
台
三
丁
目
二

の
二

二

生
駒
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

地
区
計
画
に
て
、
申
請
所
在
地
の
北
側
及
び
東
側
の
都
市
計
画
道
路
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し

て
植
樹
帯
の
切
り
込
み
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
進
入
路
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
工
事

施
工
の
た
め
に
必
要
と
な
る
仮
設
進
入
路
を
含
め
、
都
市
計
画
課
と
十
分
協
議
し
て
く
だ
さ
い
。

店
舗
の
営
業
を
開
始
す
る
に
あ
た
り
、
屋
外
広
告
物
を
掲
げ
る
と
き
は
、
屋
外
広
告
物
法
及
び

奈
良
県
屋
外
広
告
物
条
例
を
遵
守
し
、
都
市
計
画
課
と
事
前
協
議
し
た
上
で
、
許
可
を
受
け
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
周
辺
道
路
に
違
反
広
告
物
を
掲
出
し
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

当
該
敷
地
周
辺
に
は
通
学
路
が
含
ま
れ
る
た
め
、
通
学
・
通
園
等
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
の
な

い
よ
う
、
安
全
対
策
を
充
分
に
施
し
て
く
だ
さ
い
。

三

縦
覧
場
所

奈
良
県
商
工
労
働
部
中
小
企
業
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
二
月
四
日
か
ら
同
年
三
月
四
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
桜
井
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
六
年
六
月
九
日
桜
土
第
三
六

一
一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
七
年
一
月
二
十
日
桜
土
第
五
六

一
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

橿
原
市
八
木
町
一
丁
目
五
四
九
番
地
ノ
一
及
び
五
五

番
地
ノ
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

吉
野
郡
下
市
町
大
字
阿
知
賀
一
六
六
七
番
地

大
観
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
林
直
義

橿
原
市
八
木
町
一
丁
目
一
二
番
八
号

植
田
商
事
株
式
会
社

代
表
取
締
役

植
田
裕
之

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

公
安
委
員
会
告
示

示
告
会
員
委
安
公
県
良
奈

第
号

事
業
者
の
名

称

事
業
者
の
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名

称

事
業
所
の
所
在

地

居
宅
支
援
の

種
類

指
定
年
月

日

有
限
会
社
ハ

ル

北

城
郡
上
牧
町

片
岡
台
一

八

四

ハ
ル
訪
問
介

護
セ
ン
タ
ー

北

城
郡
上
牧

町
片
岡
台
一

八

四

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
二
月
一

日

有
限
会
社
西

岡
商
事
製
作

所

橿
原
市
縄
手
町
一

六
八

四

ヘ
ル
パ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

よ
う
き

橿
原
市
縄
手
町

一
六
八

四

居
宅
介
護

平
成
十
七

年
二
月
一

日

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也



成
平

年
月

告
会

員
委

安
公

県
良

奈
日

第
示

号
の
員
委
の
会

議
協

署
察

警

よ
の

次
を

部
一

の
）
嘱
委

成
平

、
し

正
改

に
う

年
月

成
平

。
る

す
用

適
ら

か
日

年
月

委

会
員
委

安
公

県
良

奈

日

宗
廣

口
西

長
員

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

議
協

署
察

警
野

吉
県

良
奈

中
表

の
員

委
会

次
謙

中
玉

北
下
郡
野
吉
県
良
奈

原
池

上
字

大
村

山
地

番
を

浩
光

奥
井

村
山
北
下
郡
野
吉
県

良
奈

字
大

原
池

下
地

番
。

る
め

改
に

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
八
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
取
り
扱
う
施
設
と
し
て
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
指
定

を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

喜

名

称

所

在

地

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

奈
良
病
院

奈
良
市
東
紀
寺
町
一

五

一

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
九
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
四
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
取
り
扱
う
施
設
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

喜

名

称

所

在

地

市
立
奈
良
病
院

奈
良
市
東
紀
寺
町
一

五

一

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
施

設
を
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
、
吉
野
町
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
奈
良
市
選
挙

管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

喜

名

称

所

在

地

南
国
栖
自
治
会
館

吉
野
郡
吉
野
町
大
字
南
国
栖
一
四

番
地
の
一

新
子
清
水
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

吉
野
郡
吉
野
町
大
字
新
子
三
五
五
番
地

奈
良
市
辰
市
地
域
ふ
れ
あ
い
会
館

奈
良
市
西
九
条
町
二
丁
目
二
番
地
の
四
四



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 金曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

千
五
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
二
十
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
十
一
号

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
施

設
に
つ
い
て
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た
旨
、
吉
野
町
選
挙
管
理
委
員

会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
四
日

奈
良
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

白

井

喜

名

称

所

在

地

南
国
栖
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー

吉
野
郡
吉
野
町
大
字
南
国
栖
四
一
五
番
地


